
80 

６．県事業の推進

６. 県事業の推進 
 
 
６－１． 岐阜県の役割 

  岐阜県では、『県政の指針 平成 11 年 3 月』の西濃圏域の振興方向の中で、次の 3 つ

を圏域の期待される振興方向として挙げています。 

●マルチメディアの持つ優れた機能を最大限活用したバリアフリー社会、ベターライフ

社会の実現 

●21 世紀型の新産業都市の形成 

●自然との共生、スポーツ文化の振興などを通じた生涯健康の里づくり 

  そして、具体の当面の取り組むべき代表的な事業として、情報都市の基盤づくり、生

活・産業・行政の情報化、岐阜県版シリコンバレーの形成、生涯健康の里づくり等の事

業を展開していくこととしています。 

 

６－２． 新市における主な県事業 
（１）都市基盤づくり 

国道・県道の整備及び道路付帯施設の整備を推進します。 

 

【主な事業】 

国道・県道及び道路
付帯施設の整備 

道路及び付帯施設の整備 ・主要地方道岐阜垂井線 大谷川橋 

・一般県道大垣江南線 

・一般県道牧田関ケ原線 

・一般県道柳瀬赤坂線 

・寺内安八線修景事業 

 

 

（２）農林業の振興 

農林業の振興として農道整備事業、かんがい排水事業、中山間地域農村活性化

総合整備事業等を推進します。 

 

【主な事業】 

県営一般農道整備事業 ・上石津２期地区 

県営広域営農団地農道整備事

業 

・西南濃２期地区 

・西南濃３期地区 

県営かんがい排水事業 ・宇留生地区 

・牧田川用水地区 

県営中山間地域農村活性化総

合整備事業 

・西美濃地区 

農林業の振興 

森林環境保全整備事業 ・林道時山～多賀 
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（３）防災対策の推進 

災害に強い基盤づくりを推進します。 

 

【主な事業】 

公共広域基幹河川改修事業 ・杭瀬川 

・相川 

・泥川 

・水門川 

公共床上浸水対策特別緊急事

業 

・大谷川 

・相川 

・泥川 

公共通常砂防事業 ・谷山谷 

・桂谷 

・大持谷 

公共急傾斜地崩壊対策事業 ・街道Ⅱ 

県営湛水防除事業 ・中須川地区 

・新堀地区 

防災基盤整備 

地域防災対策総合治山事業 ・下多良 
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６－３． 国・県に要望する事業 

  県において計画されている事業は前項のとおりですが、この他に 21 世紀型の新産業都市

の形成に向け必要な情報都市の基盤づくりやアンケート等で住民から要望の強い健

康・福祉、教育・文化の各分野に係わる事業についても国や県に要望していきます。 

 

（１）都市基盤の整備 

国・県道の整備及び道路付帯施設の整備を要望します。 

 

【主な事業】 

国に要望する事業 国道及び道路付帯施設の整備 ・東海環状自動車道整備促進 

・名神高速道路大垣インターチェンジ改良事業

・国道 21号 6車線化 

・岐阜南部横断ハイウェイ整備事業 

県に要望する事業 国・県道及び道路付帯施設の
整備 

・国道 365号整備事業 

・一般県道大垣大野線 電線共同溝整備事業 

・一般県道大垣池田線整備事業 

・一般県道飯田島里線整備事業 

・一般県道脛永万石線整備事業 

・一般県道養老赤坂線整備事業 

・一般県道上石津多賀線整備事業 

・一般県道牧田室原線整備事業 

・（仮称）養老大垣安八線整備事業 

 

 

（２）生活環境の整備 

災害に強い基盤づくりのため、治山・治水事業を要望します。また、住みよい

まちづくりのため、住環境の整備、環境保全体制の構築を要望します。 

 

【主な事業】 

国に要望する事業 防災基盤整備 ・徳山ダム建設事業 

・横山ダム再開発事業 

・揖斐川河川改修事業 

・杭瀬川河川改修事業 

・牧田川河川改修事業 

県に要望する事業 防災基盤整備 ・公共急傾斜地崩壊対策事業 宮街道地区 

・県単須谷川砂防工事 

 

 

 


